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研究の目的

労働を取り巻く環境の変化の中で､ 個別労使紛争は増大傾向にあるものの､ 労働争議に代

表される集団的労使紛争は減少している｡ また､ 不当労働行為事件も同じく逓減し､ 目立っ

た変化はみられない｡ したがって､ 量的指標からみる限り､ 集団的労使紛争に関して特に喫

緊の政策的な課題があるわけではない｡

しかしながら､ 紛争処理制度の観点からは､ 労働委員会による不当労働行為事件の審査期

間が長期化していることや労委命令に対する取消訴訟が常態化し､ しかも裁判所による労委

命令取消が増加することで､ 救済命令が実効性を持たず､ 不当労働行為制度が紛争処理制度

として十分に機能していないとの批判が根強い｡ この点は､ 司法制度改革審議会の最終意見

書でも指摘されており､ それゆえ､ 現在､ 一定の改革への取組みがなされている｡

また､ さらに､ 今後の労使関係政策を考えた場合に､ 従業員代表制度にかかわる紛争処理

のあり方の問題もある｡ すなわち､ 従業員代表が労働条件の形成に一層関与することとなっ

たときに､ その交渉･協議が不調に終わった場合に､ どのようにしてそれを解決して合意形

成を行うかがきわめて重要な問題となる｡ 換言すれば､ 従業員代表制度の設計には紛争調整

システムの設計がもっとも重要な課題になるということである｡

本研究は､ このような日本における現状を踏まえつつも､ より中長期的視点に立ち､ 外国

法研究 (ドイツ､ フランス､ イギリスおよびアメリカ) を素材にしながら､ 各国の労使関係

と集団的紛争処理制度の特徴を浮かび上がらせるとともに､ 時系列的にみた労使関係政策や

労使紛争処理制度の変容をも明らかにしつつ､ 労使関係システムと紛争解決システムとの今

後の在り方を考察することを目的としている｡

研究の方法としては､ 各国の労使関係システムと労使関係法制の概要と特色とを明確にし

た上で､ どのような紛争解決システムを用意しているか､ それがどう機能しているかを､ 文

献研究､ 統計資料分析､ ヒアリングを通して明らかにするよう努めた｡
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研究結果の要旨

１ 各国の労使関係と集団的紛争処理システムの相違点と共通点

主要４カ国 (ドイツ､ フランス､ イギリス､ アメリカ) における労使関係と集団的紛争処

理システムの概要は､ 別表にまとめた通りである｡ その中から､ 各国の相違点と共通点とし

ていくつかのものを挙げるならば､ 次のようなものがある｡

①労働組合と従業員代表制

英米は従業員代表制度をとらず､ 基本的に労働組合を主体にした労使関係システムだけを

形成してきた｡ その中で､ イギリスでは70年代以降労使関係への国家 (法) の介入が進行し､

またアメリカでは､ 排他的交渉代表制により法的介入の強い労使関係システムを作り､ 従業

員代表組織を排除してきた｡ 他方独仏は､ 歴史的に形成された労使関係システムを基軸に従

業員代表制度で企業内労使関係を補充することで､ 相対的に安定した労使関係と協約による

労働条件規制を確保してきたが､ 90年代以降､ 労働条件規制の柔軟化が推し進められている｡

②団体交渉政策

団体交渉政策に関しては､ 英米では従業員代表制度を持たないことから､ 交渉単位制度を

通して交渉窓口と企業内労働条件の一元化を図る｡ その中で､ イギリスでは CAC (中央仲

裁委員会) がモデル協定を課すことができる点等､ 調整手続が整備されてきているのが注目

される｡ 一方､ 独仏では､ 組合の協約規制と従業員代表の協定規制との重層性を前提として

その調整を図るが､ ドイツでは労働協約の法的効力に関する法的規整を別として団体交渉の

権利保障はなんら存在しないのに対して､ フランスでは労働組合の交渉権に対する法的保障

が行われている点で大きな差異がある｡

③集団的紛争解決システム

紛争解決システムの観点からは､ フランスでは､ 刑罰と行政的監督をもって労使関係シス

テムの履行確保を図る傾向が強くみられること (労働行政型)､ ドイツでは､ 法定従業員代

表による労使関係システムに関して､ その活動保障に詳細な規定を整備し､ 労働裁判所によっ

て処理している (司法型) のが特徴的である｡ アメリカは､ 不当労働行為制度を通して､ つ

まり独立行政機関を用いて労使関係システムの維持を図る (独立行政機関型) 点に特徴をみ

る｡ また､ イギリスは､ ACAS (助言斡旋仲裁局) や CAC のような行政機関が労使関係に

おける紛争の解決において重要な役割を果たすとともに､ 組合活動を理由とする不公正解雇

等の救済などや協約の解釈をめぐる集団的権利紛争の解決に関しては雇用審判所も一端を担っ

ている (司法・行政並立型)｡

２ 日本の議論への示唆

労使関係は､ 国によって社会的基盤と歴史的背景を異にするだけに､ 上記の各国比較を踏

まえたとしても､ 日本の現行システムをめぐる改革議論への示唆を探ることは甚だ困難であ
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るが､ 強いて拾い出すと次の点を指摘することができよう｡

①公序紛争の解決システムの設計をめぐる問題

労使関係システムを制度的に保障する観点からみたときに､ 日本のシステムに欠落してい

ると思われるものは､ 労使関係システムの維持を公序として捉えて法的に支援する考えがや

や希薄なことである｡ 例えばアメリカの不当労働行為制度において NLRB(全国労働関係委

員会)は､ 関係者からの申立があった場合に､ 事前調査等をみずから積極的に行い､ 不当労

働行為が認められれば訴追 (救済請求) を行う｡ またフランスでは､ 労働監督官が組合差別

解雇の許可､ 団交義務違反等の取締りを行う等積極的に介入している｡ 日本においても､ 行

政が労使関係システムの形成と維持に対してより積極的に関与することが求められてよいと

思われる｡ すなわち､ 当事者の申立があれば､ 不当労働行為の存否をみずから調査して､ 積

極的に救済措置をとるような ｢担当官｣ を設け､ 併せて任意的解決の促進をはかる措置をとっ

てもよいのではないかということである｡

②団体交渉システムの確保をめぐる問題

イギリスの CAC における団交拒否に対する救済手続は興味深い｡ すなわち､ 組合承認を

決定した後30日以内に当事者が協約締結に至らない場合にはモデル協定を課すことができる｡

労働組合の交渉権を承認し交渉システムを設定する権利紛争 (公序紛争) の救済措置と併せ

て､ 具体的な労働条件の設定に関する紛争 (利益紛争) の救済を統一して行うことは､ 日本

の中小企業における労使関係の現実をみた場合､ 有効な救済手段となり得る｡ もっとも､ 制

度設計には困難が伴うであろうが､ 検討に値しよう｡

③行政機関における紛争解決の遅延をめぐる問題

日本の不当労働行為制度に関しては､ ①申立から救済に至るまでにあまりにも時間がかか

り迅速な処理から遠くかけ離れていること､ ②労働委員会の命令に対する不服率や取消率が

高く命令の信頼性が低いこと､ ③命令不履行に対する制裁が低額の課料である他､ 裁判所に

よる緊急命令が発せられることが少なく命令の実効性が少ないこと､ 等の問題点が指摘され

てきた｡ その原因としては､ ①和解主導型解決の偏重､ 事務局スタッフの専門性の欠落､ 公

益委員のイニシアティブの欠如､ ②事実認定の不十分さ､ ③裁判所の労働委員会による行政

救済制度に対する無理解等が指摘され､ その改善のための法改正が準備されている｡

この点､ 不当労働行為の救済制度を持つアメリカでも､ 不当労働行為事件の処理は遅延が

みられた｡ 不当労働行為の救済について､ 当事者の互譲による解決が彼我を問わず重視され

ることにその遅延の原因はあるにしても､ 上記の改革点は早急に実現されるべきであろう｡

これに関して､ イギリスでは､ 組合承認手続の各段階において期間を明定していることは､

和解や審査に原則的な期間制限をおくことを考える上で参考になる｡ なお､ 司法審査との関

係では､ アメリカにおいて実質的証拠法則よりも裁量権濫用法理の方が良いとする見解が提

示されていることは注目に値しよう｡
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承
認

し

た
使

用
者

と
の

間
で

自
主

的
に

締
結

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

､
法

的
拘

束
力

は
な

く
､

(橋
渡

し

条
項

に
よ

り
)

慣
行

的
に

個
々

の
労

働
契

約
に

編
入

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

､
規

制
効

果
を

も
つ

｡

(個
別

企
業

化
)

従
来

は
全

国
規

模
の

協
約

も
少

な
く

な
か

っ

た
が

､
近

年
は

､
多

く
の

協
約

が
単

一
使

用
者

と
の

間
で

締
結

さ
れ

て
い

る
｡

(労
働

協
約

)

後
述

の
｢排

他
的

交
渉

代
表

制
度

｣
に

基
づ

く
代

表
組

合
と

使
用

者
の

間
で

締
結

さ
れ

る
も

の
で

､
契

約
と

し
て

明
確

な
法

的
効

力
が

あ
る

｡

お
お

む
ね

３
～

４
年

ご
と

に
協

約
の

改
定

が

行
わ

れ
る

の
が

一
般

的
で

あ
る

｡

集
団

的
労

使
関

係
の

構
造

②
従

業
員

代
表

制
度

(経
営

協
議

会
)

企
業

内
労

使
関

係
の

担
い

手
は

､
５

人
以

上

規
模

の
事

業
所

に
設

置
さ

れ
る

｢経
営

協
議

会
｣｡

(法
定

従
業

員
代

表
制

度
)

企
業

レ
ベ

ル
に

は
､

・
従

業
員

11
人

以
上

規
模

の
企

業
で

苦
情

処
理

(E
U

指
令

対
応

と
従

業
員

代
表

の
制

度
化

)

従
来

､
集

団
的

労
使

関
係

の
労

働
者

側
の

当

事
者

は
ほ

と
ん

ど
労

働
組

合
で

あ
っ

た
が

､
19

(制
度

は
な

い
)

企
業

内
に

お
い

て
は

､
使

用
者

か
ら

の
支

配
・

介
入

を
招

く
と

い
う

こ
と

か
ら

企
業

別
労

働
組
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(代
表

選
抜

)

経
営

協
議

会
の

従
業

員
代

表
は

､
従

業
員

の

直
接

の
秘

密
投

票
で

選
挙

さ
れ

る
｡

(設
置

状
況

)

経
営

協
議

会
の

設
置

事
業

所
の

割
合

は
16

％

程
度

､
労

働
者

の
割

合
で

53
％

程
度

｡
小

規
模

事
業

者
で

の
設

置
割

合
が

小
さ

い
｡

(2
00

0年
)

(機
能

・
権

限
)

経
営

協
議

会
は

､
企

業
内

の
さ

ま
ざ

ま
な

事

項
に

応
じ

た
参

加
権

を
持

つ
が

､

・
社

会
的

事
項

は
同

意
権

を
担

当
す

る
｢従

業
員

代
表

委
員

｣

・
50

人
以

上
規

模
の

企
業

で
､

福
利

厚
生

の
管

理
運

営
､

労
働

条
件

・
企

業
の

経
済

状
況

の

諮
問

な
ど

を
担

当
す

る
｢企

業
委

員
会

｣

の
設

置
が

法
定

さ
れ

て
い

る
｡

そ
れ

ぞ
れ

従
業

員
代

表
は

､
従

業
員

の
投

票
に

よ
り

選
出

さ
れ

る
｡ (労

組
と

の
関

係
)

法
定

従
業

員
代

表
と

労
組

は
､

そ
れ

ぞ
れ

固

有
の

役
割

を
も

っ
て

併
存

し
て

い
る

｡

94
年

の
欧

州
司

法
裁

判
所

に
よ

る
､

剰
員

整
理

解
雇

の
協

議
等

請
求

権
が

労
組

の
み

に
あ

る
こ

と
は

E
U

指
令

違
反

と
の

判
決

が
出

て
以

降
､

次
の

よ
う

な
事

項
に

関
し

て
､

労
組

に
代

表
さ

れ
な

い
従

業
員

が
い

る
場

合
に

従
業

員
代

表
制

度
が

導
入

さ
れ

た
｡

従
業

員
代

表
は

､
選

挙
等

に
よ

り
選

出
さ

れ
る

｡

・
集

団
的

剰
員

解
雇

・
企

業
譲

渡
に

関
す

る
情

報
開

示
・

協
議

・
安

全
衛

生
に

関
す

る
安

全
従

業
員

代
表

・
欧

州
労

使
協

議
会

の
労

使
協

議
会

代
表

合
を

結
成

す
る

こ
と

も
認

め
ら

れ
て

お
ら

ず
､

少
な

く
と

も
集

団
的

な
労

使
関

係
と

し
て

の
企

業
に

お
け

る
従

業
員

代
表

制
は

､
一

部
に

議
論

は
あ

る
も

の
の

､
制

度
化

さ
れ

て
い

な
い

｡

・
人

事
的

事
項

は
異

議
申

し
立

て
な

い
し

拒
否

権

・
経

済
的

事
項

は
関

与
権

が
そ

れ
ぞ

れ
中

心
と

な
っ

て
い

る
｡

(労
組

と
の

関
係

)

実
際

に
は

､
従

業
員

代
表

委
員

の
８

割
が

労

組
員

(労
組

の
｢職

場
委

員
｣

な
ど

)
で

あ
る

な
ど

､
経

営
協

議
会

は
労

組
の

企
業

内
支

部
と

し
て

の
役

割
を

果
た

し
て

い
る

こ
と

が
多

い
｡

ま
た

経
営

組
織

法
に

よ
り

､
労

組
に

よ
る

経

営
協

議
会

の
活

動
に

対
す

る
介

入
､

監
視

権
限

が
認

め
ら

れ
て

い
る

｡

一
方

､
従

業
員

代
表

委
員

の
選

挙
で

は
､

第

１
回

投
票

で
は

代
表

的
組

合
だ

け
が

候
補

者
名

簿
を

提
出

す
る

こ
と

で
き

､
ま

た
企

業
委

員
会

に
は

代
表

的
組

合
の

代
表

が
出

席
す

る
な

ど
､

制
度

的
に

も
両

者
は

密
接

な
関

係
に

あ
る

｡

集
団

的
労

使
関

係
を

支
え

る
法

制

①
労

働
組

合

(労
働

協
約

法
)

自
主

的
団

結
で

あ
る

労
働

組
合

に
つ

い
て

は
､

労
働

協
約

法
が

あ
る

の
み

で
､

争
議

権
や

団
体

交
渉

権
を

明
文

で
保

障
し

た
法

律
上

の
規

定
は

な
い

｡
争

議
権

は
､

判
例

法
に

よ
り

認
め

ら
れ

て
い

る
｡

こ
れ

ら
は

､
労

使
関

係
の

成
熟

度
の

高
さ

を
背

景
と

し
て

い
る

｡

(労
働

法
典

)

労
働

条
件

や
集

団
的

労
働

関
係

の
ル

ー
ル

に

関
し

て
事

細
か

な
立

法
的

規
制

が
な

さ
れ

て
い

る
｡ ま

た
､

全
国

職
際

協
定

の
内

容
が

立
法

に
取

り
入

れ
ら

れ
る

こ
と

も
多

い
｡

(主
な

集
団

的
労

働
関

係
規

制
)

・
労

組
へ

の
所

属
､

活
動

に
係

る
差

別
禁

止

・
上

述
の

｢代
表

的
組

合
｣

制
度

・
産

業
部

門
協

約
締

結
労

使
は

､
年

１
回

の
賃

金
交

渉
な

ど
､

交
渉

事
項

と
交

渉
頻

度
お

よ

び
団

交
の

15
日

前
ま

で
の

情
報

提
供

義
務

の

法
定

・
協

約
の

拡
張

適
用

・
企

業
内

に
組

合
支

部
を

設
置

す
る

こ
と

や
組

合
代

表
委

員
の

立
ち

入
り

権
､

有
給

活
動

な

(ボ
ラ

ン
タ

リ
ズ

ム
)

仕
事

に
関

す
る

規
制

は
集

団
的

自
主

規
制

に

よ
り

行
い

､
で

き
る

だ
け

国
家

か
ら

の
自

治
を

維
持

す
る

｡
法

の
唯

一
の

役
割

は
自

治
制

度
が

機
能

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

､
と

す
る

考
え

方
が

基
本

に
あ

る
｡

(制
定

法
の

利
益

を
享

受
す

る
た

め
の

要
件

)

○
｢自

主
的

組
合

｣
の

認
証

労
組

が
使

用
者

の
支

配
・

管
理

下
に

な
い

こ

と
の

国
の

認
証

官
に

よ
る

認
定

を
受

け
る

｡

○
使

用
者

に
よ

る
承

認

団
体

交
渉

(一
定

事
項

に
限

定
し

た
場

合
も

あ
る

｡)
の

相
手

方
と

し
て

使
用

者
に

よ
り

承

認
さ

れ
る

こ
と

｡

○
法

定
組

合
承

認

賃
金

､
労

働
時

間
及

び
休

暇
に

関
す

る
交

渉

(不
当

労
働

行
為

制
度

)

労
組

活
動

を
支

え
る

も
の

の
柱

の
一

つ
が

｢不
当

労
働

行
為

制
度

｣
で

あ
る

｡
(全

国
労

働

関
係

法
)

使
用

者
に

よ
る

労
組

へ
の

支
配

・
介

入
や

差

別
的

取
扱

な
ど

が
禁

止
さ

れ
､

違
反

に
は

救
済

措
置

が
と

ら
れ

る
｡

な
お

､
労

組
側

に
よ

る
不

当
労

働
行

為
も

規

定
さ

れ
て

い
る

｡

(排
他

的
交

渉
代

表
制

)

も
う

一
つ

の
柱

が
､

交
渉

単
位

の
従

業
員

の

過
半

数
の

支
持

に
基

づ
き

､
当

該
単

位
に

お
け

る
交

渉
権

を
持

つ
唯

一
の

組
合

を
選

定
す

る

｢排
他

的
交

渉
代

表
制

｣
で

あ
る

｡
当

該
組

合

は
､

自
己

の
組

合
員

だ
け

で
な

く
､

そ
の

単
位

内
の

全
労

働
者

を
公

正
に

代
表

す
る

｢公
正

代
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集
団

的
労

使
関

係
を

支
え

る
法

制

①
労

働
組

合

(続
き

)

ど
の

権
利

と
使

用
者

の
年

次
交

渉
義

務
に

限
り

､
｢自

主
的

労
働

組
合

｣
か

ら
の

申
請

に
基

づ
き

､
国

の
C
A
C

(中
央

仲
裁

委
員

会
)

に
よ

る
一

定
の

手
続

を
経

て
､

一
定

の
期

間
内

に
C
A
C

が
組

合
承

認
の

宣
言

を
行

う
｡

さ
ら

に
労

使
間

で
手

続
協

定
が

成
立

し
な

け
れ

ば
､

C
A
C

が
モ

デ
ル

協
定

を
課

す
｡

(1
99

9年
雇

用

関
係

法
に

よ
り

導
入

)

(解
雇

､
不

利
益

取
扱

の
禁

止
､
情

報
請

求
権

)

｢自
主

的
労

働
組

合
｣

の
活

動
等

に
関

し
て

､

解
雇

や
不

利
益

取
扱

を
し

て
は

な
ら

な
い

｡

｢承
認

し
た

組
合

｣
に

関
し

て
も

解
雇

､
不

利
益

取
扱

は
禁

止
さ

れ
､

幹
部

に
は

有
給

の
タ

イ
ム

・
オ

フ
を

与
え

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

｡
ま

た
､

団
交

の
た

め
に

必
要

な
情

報
は

開
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
｡

表
義

務
｣

を
負

う
｡

＊
な

お
､

鉄
道

・
運

輸
事

業
に

関
し

て
は

､
ほ

ぼ
同

様
の

制
度

を
規

定
し

た
鉄

道
労

働
法

が
あ

る
｡

集
団

的
労

使
関

係
を

支
え

る
法

制

②
従

業
員

代
表

制
度

(経
営

組
織

法
)

経
営

協
議

会
の

設
立

､
任

務
､

権
能

等
が

す

べ
て

法
定

さ
れ

て
い

る
｡

(解
雇

制
限

)

従
業

員
代

表
委

員
を

解
雇

す
る

に
は

､
｢重

大
な

理
由

｣
の

存
在

と
経

営
協

議
会

の
同

意
等

が
必

要
と

さ
れ

て
い

る
｡

(法
定

従
業

員
代

表
制

度
)

上
述

の
従

業
員

代
表

委
員

や
企

業
委

員
会

に

つ
い

て
法

定
さ

れ
る

｡

(代
表

委
員

等
の

保
護

)

従
業

員
代

表
委

員
等

は
､

解
雇

に
行

政
許

可

が
必

要
と

さ
れ

､
ま

た
､

労
働

条
件

に
つ

い
て

も
保

護
さ

れ
る

｡

(協
約

締
結

当
事

者
の

柔
軟

化
)

19
96

年
の

法
律

に
よ

り
､

産
業

部
門

の
協

定

が
認

め
て

い
る

こ
と

を
条

件
と

し
て

､
50

人
未

満
規

模
企

業
で

は
､

代
表

的
組

合
が

委
任

し
た

労
働

者
等

が
企

業
レ

ベ
ル

の
協

定
を

締
結

で
き

る
と

さ
れ

た
｡

そ
の

他
､

オ
ブ

リ
法

に
よ

る
労

働
時

間
短

縮
に

関
連

し
て

､
一

定
の

場
合

従
業

員
代

表
委

員
が

企
業

レ
ベ

ル
の

協
定

を
締

結
で

き
る

な
ど

の
柔

軟
化

が
図

ら
れ

た
｡

(解
雇

､
不

利
益

取
扱

の
禁

止
)

安
全

衛
生

に
関

す
る

安
全

従
業

員
代

表
､

集

団
的

剰
員

整
理

解
雇

に
係

る
従

業
員

代
表

等
に

つ
い

て
は

､
解

雇
や

不
利

益
取

扱
を

し
て

は
な

ら
ず

､
ま

た
有

給
の

タ
イ

ム
・

オ
フ

を
与

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
｡

(従
業

員
代

表
制

度
は

な
い

)

集
団

的
労

使
紛

争
の

解
決

シ
ス

テ
ム

①
公

序
紛

争

(労
組

､
協

約
関

係
)

労
組

の
活

動
保

障
に

関
す

る
法

制
が

な
く

､

公
序

紛
争

は
ほ

と
ん

ど
予

定
さ

れ
て

い
な

い
｡

(経
営

協
議

会
関

係
)

従
業

員
代

表
選

挙
の

妨
害

､
従

業
員

代
表

の

活
動

妨
害

は
刑

事
罰

の
対

象
で

あ
り

､
そ

の
他

(労
働

監
督

官
)

組
合

代
表

委
員

､
従

業
員

代
表

委
員

及
び

企

業
委

員
会

委
員

(｢
保

護
対

象
労

働
者

｣)
の

解

雇
や

配
転

な
ど

に
つ

い
て

は
､

労
働

監
督

官
の

事
前

許
可

が
必

要
で

あ
る

｡
(そ

の
後

は
､

労

働
大

臣
へ

の
不

服
申

し
立

て
､

行
政

裁
判

訴
訟

(C
A
C
)

承
認

組
合

に
よ

る
情

報
開

示
請

求
に

関
す

る

紛
争

な
ど

で
は

､
C
A
C

が
重

要
な

役
割

を
果

た
す

｡

(A
C
A
S)

組
合

の
承

認
に

関
し

て
は

､
助

言
斡

旋
仲

裁

(N
L
R
B
)

不
当

労
働

行
為

救
済

と
排

他
的

交
渉

代
表

選

挙
の

実
施

を
担

う
の

が
､

準
司

法
的

な
独

立
行

政
機

関
で

あ
る

｢全
国

労
働

関
係

委
員

会
(N

L
R
B
)｣

で
あ

る
｡

不
当

労
働

行
為

救
済

手
続

は
､

申
立

⇒
調

査

ド
イ

ツ
フ

ラ
ン

ス
イ

ギ
リ

ス
ア

メ
リ

カ
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行
政

罰
も

含
め

､
経

営
協

議
会

の
実

効
を

担
保

す
る

規
定

が
置

か
れ

て
い

る
｡

が
あ

る
｡)

局
(A

C
A
S)

の
あ

っ
せ

ん
が

重
要

な
役

割
を

果
た

し
て

い
る

｡

(雇
用

審
判

所
)

不
公

正
解

雇
､

不
利

益
取

扱
な

ど
多

く
の

紛

争
に

つ
い

て
は

､
雇

用
審

判
所

(三
者

構
成

の

裁
判

所
)

で
取

り
扱

わ
れ

る
｡

(そ
の

他
)

な
お

､
法

定
組

合
承

認
の

際
の

使
用

者
の

不

服
従

な
ど

､
普

通
裁

判
所

に
お

い
て

取
り

扱
わ

れ
る

も
の

も
あ

る
｡

⇒
救

済
請

求
状

発
布

⇒
審

問
⇒

決
定

(以
上

地

方
支

局
｡

再
審

査
が

あ
れ

ば
)

⇒
本

部
局

委
員

会
命

令
⇒

(行
政

訴
訟

)
連

邦
控

訴
裁

⇒
同

最

高
裁

で
あ

る
｡

そ
の

間
の

所
要

日
数

は
､

救
済

請
求

状
発

布
ま

で
が

10
0日

程
度

､
さ

ら
に

地

方
支

局
段

階
の

決
定

ま
で

が
23

0日
程

度
､

局

委
員

会
命

令
ま

で
が

さ
ら

に
70

0日
程

度
か

か
っ

て
お

り
､

経
年

的
に

も
長

期
化

し
て

い
る

｡

集
団

的
労

使
紛

争
の

解
決

シ
ス

テ
ム

②
一

般
的

権
利

紛
争

(労
組

､
協

約
関

係
)

民
事

事
件

と
同

様
の

性
格

を
持

ち
､

労
働

裁

判
所

が
管

轄
す

る
が

､
件

数
は

わ
ず

か
し

か
な

い
と

考
え

ら
れ

る
｡

(経
営

協
議

会
関

係
)

労
働

裁
判

所
の

決
定

手
続

に
よ

り
処

理
さ

れ

る
｡

経
営

協
議

会
が

法
律

に
よ

り
設

定
さ

れ
た

労
使

関
係

で
あ

る
こ

と
か

ら
､

公
序

紛
争

的
性

格
を

帯
び

る
｡

(労
働

裁
判

所
の

処
理

期
間

)

一
審

に
お

け
る

決
定

事
件

の
処

理
期

間
は

､

１
か

月
以

内
が

３
分

の
１

程
度

､
３

か
月

以
内

で
は

６
割

程
度

と
な

っ
て

い
る

｡
(2

00
2年

)

(特
徴

)

労
使

の
自

治
的

な
紛

争
解

決
制

度
が

発
達

せ

ず
､

裁
判

所
及

び
労

働
監

督
官

が
重

要
な

役
割

を
担

う
｡

(民
事

裁
判

所
)

労
働

協
約

の
解

釈
適

用
の

紛
争

解
決

は
､

制

度
上

裁
判

所
(第

一
審

：
大

審
裁

判
所

)
が

中

心
で

あ
る

｡
た

だ
し

､
労

働
契

約
を

め
ぐ

る
個

別
紛

争
と

し
て

は
､

労
働

審
判

所
(第

一
審

｡

二
審

は
控

訴
院

)
が

管
轄

す
る

｡

(刑
事

裁
判

所
)

罰
則

付
き

の
労

働
関

係
法

規
に

つ
い

て
は

､

刑
事

裁
判

所
に

係
属

す
る

｡

(労
働

監
督

官
)

労
働

法
規

全
般

及
び

拡
張

適
用

さ
れ

た
労

働

協
約

の
適

用
を

監
督

し
､

ま
た

労
使

間
の

一
定

の
争

い
に

対
す

る
仲

裁
な

ど
広

範
な

権
限

を
有

す
る

｡

(個
別

契
約

紛
争

へ
)

協
約

は
そ

れ
自

体
で

は
法

的
拘

束
力

が
な

い

の
で

､
権

利
紛

争
と

し
て

扱
う

こ
と

に
は

困
難

が
伴

う
｡

協
約

は
個

別
契

約
に

編
入

さ
れ

て
効

力
を

持

つ
の

で
､

協
約

の
条

項
が

個
別

契
約

の
内

容
に

な
っ

て
い

る
か

ど
う

か
の

紛
争

は
､

ほ
と

ん
ど

雇
用

審
判

所
に

係
属

す
る

｡

(自
治

的
紛

争
処

理
)

ほ
と

ん
ど

の
協

約
に

お
い

て
例

外
な

く
定

め

ら
れ

て
い

る
苦

情
処

理
・

仲
裁

手
続

に
よ

り
解

決
が

図
ら

れ
る

｡
仲

裁
人

の
選

定
に

つ
い

て
は

､

協
約

の
半

数
程

度
が

中
立

の
第

三
者

機
関

を
利

用
す

る
と

し
､

F
M

C
S

(連
邦

調
停

斡
旋

局
)

や
A
A
A

(米
仲

裁
協

会
)

を
利

用
す

る
と

す

る
も

の
が

多
い

｡

こ
れ

ら
の

仲
裁

判
断

は
､

そ
の

後
民

事
裁

判

が
提

起
さ

れ
た

場
合

で
も

尊
重

さ
れ

る
傾

向
に

あ
る

｡

集
団

的
労

使
紛

争
の

解
決

シ
ス

テ
ム

③
利

益
紛

争

(規
整

紛
争

)

(協
約

―
自

主
的

調
整

)

労
組

と
使

用
者

団
体

と
の

紛
争

に
つ

い
て

は
､

協
約

に
お

い
て

調
整

協
定

が
締

結
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
多

く
､

労
働

者
の

65
％

程
度

を
カ

バ
ー

｡

交
渉

決
裂

時
に

､
中

立
の

会
長

を
含

め
た

｢調

停
委

員
会

｣
が

開
催

さ
れ

る
の

が
一

般
的

｡

国
家

に
よ

る
強

制
仲

裁
制

度
は

存
在

す
る

が
､

そ
の

役
割

は
大

き
く

な
い

｡

(経
営

協
議

会
―

仲
裁

委
員

会
)

(争
議

権
の

特
徴

)

争
議

権
は

､
法

的
に

も
現

実
的

に
も

｢個
人

権
｣

と
さ

れ
て

お
り

､
組

合
の

指
令

に
従

う
の

で
は

な
く

､
個

人
的

に
行

使
さ

れ
る

｡

(法
定

の
争

議
調

整
制

度
)

あ
っ

せ
ん

委
員

会
､

調
停

人
に

よ
る

調
停

､

仲
裁

及
び

上
級

仲
裁

院
と

い
っ

た
制

度
は

あ
る

が
､

ほ
と

ん
ど

利
用

さ
れ

て
い

な
い

の
が

実
態

で
あ

る
｡

(自
治

的
解

決
)

ほ
と

ん
ど

の
協

約
が

､
紛

争
解

決
手

続
の

取

り
決

め
を

備
え

て
い

る
｡

A
C
A
S
の

あ
っ

せ

ん
か

ら
仲

裁
に

掛
け

る
と

す
る

も
の

が
多

い
｡

(争
議

行
為

)

争
議

行
為

を
行

う
た

め
に

は
､

批
准

投
票

に

つ
い

て
厳

格
で

細
部

に
わ

た
る

手
続

を
ク

リ
ア

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
(1

99
2年

労
働

組
合

・

労
働

関
係

(統
合

)
法

)｡

(排
他

的
交

渉
代

表
の

選
挙

)

交
渉

代
表

組
合

選
挙

の
手

続
は

､
N
L
R
B

に
対

す
る

選
挙

申
請

に
始

ま
り

､
当

該
組

合
の

代
表

性
確

認
(3

0％
以

上
の

支
持

が
あ

る
か

な

ど
)

の
た

め
の

調
査

⇒
審

問
⇒

選
挙

命
令

⇒
労

使
に

よ
る

選
挙

前
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
⇒

無
記

名
秘

密
投

票
⇒

過
半

数
の

支
持

を
獲

得
し

た
組

合
の

認
証

で
あ

る
｡

経
営

協
議

会
に

係
る

紛
争

に
つ

い
て

は
､

労
(労

働
監

督
官

)
争

議
行

為
は

､
19

06
年

以
来

広
範

な
免

責
が

(F
M

C
S)



－ －8

集
団

的
労

使
紛

争
の

解
決

シ
ス

テ
ム

③
利

益
紛

争

(規
整

紛
争

)

(続
き

)

使
の

陪
席

委
員

(通
常

各
２

名
)

と
中

立
の

委

員
長

(１
名

｡
通

常
労

働
裁

判
所

の
職

業
裁

判

官
が

就
く

｡)
で

構
成

さ
れ

る
｢仲

裁
委

員
会

｣

が
解

決
に

あ
た

る
｡

そ
の

費
用

は
､

使
用

者
が

負
担

す
る

｡
仲

裁
委

員
会

が
管

轄
で

き
る

の
は

､

経
営

協
議

会
の

付
議

事
項

の
う

ち
共

同
決

定
事

項
に

限
ら

れ
る

が
､

労
働

時
間

､
休

暇
､

災
害

防
止

な
ど

の
社

会
的

事
項

を
中

心
に

多
岐

に
わ

た
る

｡

労
働

監
督

官
の

関
与

が
大

き
な

役
割

を
果

た

し
て

い
る

｡

認
め

ら
れ

て
き

て
い

た
が

､
19

71
年

以
来

制
限

を
受

け
始

め
､

非
平

和
的

ピ
ケ

行
為

､
批

准
投

票
要

件
を

満
た

さ
な

い
争

議
行

為
､

同
情

ス
ト

な
ど

多
く

が
対

象
外

と
さ

れ
て

き
て

い
る

｡

(A
C
A
S)

A
C
A
S

は
労

使
関

係
の

改
善

促
進

を
目

的

と
す

る
三

者
構

成
の

審
議

会
に

指
揮

さ
れ

る
独

立
行

政
機

関
で

あ
る

｡
助

言
､

あ
っ

せ
ん

､
調

停
､

仲
裁

を
行

う
｡

(裁
判

所
)

利
益

紛
争

に
関

し
て

も
､

個
別

契
約

関
連

の

も
の

は
雇

用
審

判
所

に
多

く
の

管
轄

権
が

あ
る

｡

既
に

組
織

化
さ

れ
た

状
況

下
で

旧
協

約
の

改

定
等

を
め

ぐ
る

争
議

調
整

の
た

め
の

公
的

機
関

と
し

て
は

､
F
M

C
S

(鉄
道

､
運

輸
業

に
つ

い

て
は

N
M

B
(全

国
調

停
委

員
会

))
が

あ
る

｡

近
年

に
お

け
る

変
化

の
方

向

(柔
軟

な
協

約
規

制
)

90
年

代
以

降
､

従
来

の
格

差
を

設
け

な
い

協

約
か

ら
､

｢中
小

企
業

条
項

｣
や

｢地
域

的
格

差
条

項
｣

な
ど

の
一

定
の

差
を

認
め

る
取

り
決

め
が

現
れ

､
さ

ら
に

､
時

短
政

策
の

中
で

､
労

働
時

間
の

設
定

を
あ

る
幅

で
認

め
る

｢労
働

時

間
回

廊
(コ

リ
ド

ー
ル

)｣
な

ど
､

柔
軟

な
協

約
規

制
が

現
れ

て
き

て
い

る
｡

(｢
使

用
者

団
体

か
ら

の
逃

亡
｣)

協
約

の
主

体
で

あ
る

使
用

者
団

体
か

ら
脱

退

す
る

企
業

が
目

立
ち

始
め

た
｡

ま
だ

､
量

的
に

は
わ

ず
か

で
あ

る
が

､
今

後
の

動
向

が
注

目
さ

れ
る

｡

(経
営

協
議

会
の

｢組
合

離
れ

｣)

経
営

協
議

会
が

協
約

を
無

視
し

た
行

動
を

と

る
と

い
っ

た
事

件
も

み
ら

れ
る

｡

(今
後

)

こ
う

し
た

動
き

は
あ

る
が

､
ド

イ
ツ

の
労

使

関
係

シ
ス

テ
ム

の
基

本
は

今
後

と
も

維
持

さ
れ

る
と

の
見

解
が

多
い

｡

(2
00

1年
労

使
共

通
見

解
)

20
01

年
７

月
に

全
国

職
際

レ
ベ

ル
の

労
使

が

｢団
体

交
渉

の
深

化
の

手
段

・
方

法
に

関
す

る

労
使

共
通

見
解

｣
を

締
結

し
､

ま
た

､
こ

れ
に

沿
っ

た
新

し
い

立
法

が
準

備
さ

れ
て

い
る

｡

そ
の

中
で

は
､

全
国

レ
ベ

ル
､

産
業

レ
ベ

ル

で
決

め
ら

れ
た

最
低

基
準

を
順

守
す

る
下

で
､

企
業

レ
ベ

ル
の

協
定

の
優

先
適

用
が

志
向

さ
れ

て
い

る
｡

そ
の

主
な

内
容

は
､

・
企

業
レ

ベ
ル

の
協

約
は

､
組

合
支

部
が

あ
る

企
業

で
は

､
従

業
員

代
表

委
員

等
の

選
挙

で

過
半

数
を

獲
得

し
た

代
表

的
組

合
が

署
名

す

る
か

､
又

は
拒

否
権

を
行

使
し

な
い

と
き

に

有
効

に
締

結
さ

れ
る

こ
と

｡
組

合
支

部
が

な

い
企

業
で

は
､

従
業

員
の

過
半

が
支

持
す

る

こ
と

を
条

件
に

､
従

業
員

代
表

等
や

代
表

的

組
合

か
ら

委
任

を
受

け
た

労
働

者
が

締
結

で

き
る

こ
と

｡

・
全

国
レ

ベ
ル

の
協

定
に

お
い

て
明

示
的

な
禁

止
が

な
い

限
り

､
こ

れ
に

抵
触

す
る

企
業

レ

ベ
ル

の
協

定
を

締
結

す
る

こ
と

も
で

き
る

こ

と
と

す
る

こ
と

｡

(セ
ミ

・
ボ

ラ
ン

タ
リ

ズ
ム

へ
)

19
70

年
代

以
降

､
法

律
に

よ
る

集
団

的
労

働

関
係

へ
の

介
入

が
強

ま
っ

て
い

る
｡

こ
れ

と
組

織
率

の
低

下
も

あ
っ

て
､

今
日

伝
統

的
な

ボ
ラ

ン
タ

リ
ズ

ム
の

存
立

基
盤

が
揺

ら
い

で
き

て
い

る
面

が
あ

る
｡

一
方

､
E
U

と
の

関
係

も
あ

っ
て

､
個

別
的

労
働

関
係

へ
の

法
律

の
介

入
が

強
ま

っ
て

い
る

｡

(ソ
ー

シ
ャ

ル
・

ユ
ニ

オ
ニ

ズ
ム

へ
の

胎
動

)

組
織

率
が

低
下

す
る

中
で

､
従

業
員

代
表

制

に
関

す
る

議
論

は
一

向
に

進
ま

ず
､

ア
メ

リ
カ

に
お

け
る

今
後

の
集

団
的

労
使

関
係

に
つ

い
て

は
手

が
か

り
を

見
つ

け
ら

れ
な

い
状

態
が

続
い

て
い

る
｡

そ
う

し
た

中
で

､
地

域
に

お
け

る
産

別
労

組

間
の

連
携

や
N
P
O
､

学
校

､
教

会
､

地
域

組

織
と

の
連

携
に

よ
り

社
会

的
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

強
く

す
る

こ
と

を
通

じ
て

地
域

社
会

に
お

け
る

労
働

運
動

に
対

す
る

共
感

を
呼

び
起

こ
そ

う
と

す
る

活
動

・
運

動
な

ど
が

行
わ

れ
つ

つ
あ

る
｡

す
な

わ
ち

､
従

来
の

｢ビ
ジ

ネ
ス

・
ユ

ニ
オ

ニ

ズ
ム

｣
か

ら
｢ソ

ー
シ

ャ
ル

・
ユ

ニ
オ

ニ
ズ

ム
｣

へ
の

転
換

に
､

新
し

い
胎

動
を

み
る

こ
と

が
で

き
る

の
か

も
知

れ
な

い
｡

(注
)

紛
争

の
類

型
は

､
次

の
よ

う
に

一
応

区
分

し
た

｡

｢公
序

紛
争

｣
・

・
・

・
・

労
使

関
係

シ
ス

テ
ム

の
設

定
・

維
持

に
関

す
る

法
律

の
適

用
に

関
す

る
紛

争
で

あ
り

､
そ

の
違

反
に

対
し

て
公

法
的

救
済

が
予

定
さ

れ
て

い
る

も
の

｡
(例

：
わ

が
国

の
不

当
労

働
行

為
制

度
な

ど
)

｢一
般

的
権

利
紛

争
｣

・
・

集
団

的
労

使
関

係
に

関
す

る
法

律
の

適
用

､
協

約
・

労
使

協
定

等
の

適
用

・
解

釈
に

関
す

る
紛

争
で

､
私

法
的

救
済

以
上

の
も

の
が

用
意

さ
れ

て
い

な
い

も
の

｡

｢利
益

紛
争

｣
・

・
・

・
・

権
利

紛
争

以
外

の
紛

争
で

､
新

た
な

権
利

義
務

関
係

を
設

定
す

る
た

め
の

紛
争

の
性

格
を

持
つ

の
で

｢規
整

紛
争

｣
と

も
い

え
る

｡
(例

：
労

働
争

議
)

ド
イ

ツ
フ

ラ
ン

ス
イ

ギ
リ

ス
ア

メ
リ

カ
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